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研究成果の概要（和文）：世界のCSAの源流であるACP（スイス）の発足当初においては、産消協同組合が生産者
を雇用する形態が主であり、これは産消提携の一つの原型と近似している。また、その次の都市から地方へと普
及する段階では、産消の団体間提携が多くみられる。韓国では集団を形成しない個人提携がほとんどであり、中
国では個別農場間の連携を模索しているが、個人提携にシフトしている取り組みでは、団体間提携の維持のため
の模索段階で崩れつつあった提携原則を回復し、産消が一体化した取り組みを目指している。こうした展開段階
の共通性が確認されたことで、CSAによるオーガニックを媒介とするコミュニティ形成の可能性が明らかとなっ
た。

研究成果の概要（英文）：At the beginning of ACP (Switzerland), which is the origin of CSA in the 
world, the main form is that farmers and consumers cooperatives employ producers, which is close to 
one prototype of farmers and consumers alliance. In addition, at the stage of spreading from the 
next city to rural areas, there are many partnerships between famers and consumers groups. In South 
Korea, most individual alliances do not form a group, and in China, we are looking for cooperation 
between individual farms, but efforts that are shifting to individual alliances are aiming for an 
initiative that integrates production and consumption by restoring the existing alliance principle. 
By confirming the commonality of these development stages, the possibility of organic-mediated 
community formation by CSA became clear.

研究分野： 有機農業論
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研究成果の学術的意義や社会的意義
世界におけるCSA の普及により、日本の産消提携をその先駆けとする評価が生まれた。しかし、その評価を肯定
するためには慎重な検討が必要である。CSAは、有機農業を媒介として生産者と消費者をつなぐ方法であるが、
単なる産直の一手法もしくは、生産者と消費者の協働モデルとしてだけでなく、農福連携や所得格差解消に向け
た取り組みとしても、多様な展開を示している。本研究は、OECD中最低レベルにある日本のオーガニックの停滞
要因を、市民社会を背景とする欧米のCSA研究を敷衍し、アジアという地政学手に共通な背景を有する中国・韓
国のCSAとの比較から明らかにするものであり、持続的な農業を構想する上で有用である。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
本研究では、日本における CSA の先駆けとして産消提携（TEIKEI）運動を位置付けている。

この産消提携運動とは、有機農業（日本におけるオーガニック）を当時の公害、食品公害、農業
問題を克服するための有力な手段として捉え、それに取り組む農家を支えることと、消費者の食
卓の安全を確保するための方法として実践されたものである。1970 年代から 80 年代後半にか
けて盛んとなったものの、運動を担った片方の主体である消費者は、有機農産物専門流通事業体
や、生協、既存の流通事業者の事業拡大に取り込まれ、現在の取り組みは低調となり、もう片方
の生産者は有機農業においても、慣行農業同様の後継者不足に悩んでいる。 
 また、現在の日本の有機農業普及率は OECD でも最低位であり、この点においては、有機農
業を普及するのが目的であった産消提携運動は失敗したのではないかという指摘も可能である。
一方で、「オーガニックブーム」の到来が何度か言われ、今日の安全安心市場、国産安全信仰に
基づく地産地消が定着する要因になったとも言えよう。さらに、実需要を伴わないまでもマーケ
ットからの有機農業への注目は続いており、特に首都圏では、近年集中的に、ビオ・セボン、ビ
オラルといったオーガニックスーパーの出店も見られるようになった。 
ただし、過去に喧伝された「ブーム」という表現は不正確であり、生産者がこぞって有機農業

に転換したようなブームは一度もない。村で有機農業が広がったと言えるような事例はいくつ
かの例外を除けばまず見られない。端的に言えば「生産者自身が有機農業を求めていないという
現実があるのではないか」ということが本研究の問題意識の一つである。  
 こうした現状を産消提携運動の展開過程の推移とピーク時の在り様（図 1）から、つまり、提
携がどのように機能したのかという視点から見れば、以下の 3 段階を示すことができる。（図 1） 
①有機農業普及のため、消費者が安全な(この場合は安心な)食べ物を入手するために、生産者を
求める。 
さらに、安定的な供給のために 

②生産者団体の形成を求め、提携成立後はその維持のために、消費者の維持拡大に努める。 
そのことが 

③市場や他団体との競争的関係の発生から、偽物の排除を求めるようになり、公的基準を呼び込
む結果となった。 
①は、1960 年代から 70 年代初めにかけて、首都圏で集中的にする消費者団体と主に近隣県、も
しくは東北地方の生産者と産消提携が成立し、ついで、近畿圏、九州、中京、四国などに消費者
団体もしくは生産者団体が成立し、両者がお互いのつながりを求めていった段階を指している。
当時、有機農業をすでに実践している生産者はほとんどなく、消費者との話し合いによって、ど
のような生産方法を目指し実践していくのかが議論され、それ自体が運動の展開とつながって
いく状況であった。 
②は、上記の取り組みが全国に拡大していく中で、消費者団体は、各地で勉強会を開催するとい
う方法によって消費者会員を獲得していき、それが運動の内実を形成していく。一方で、生産者
は同一地区での生産者不足などの理由によって組織化には至らず、消費者団体が個別の生産者
とつながっていく形が見られながらも、供給は安定から特定作物の過剰供給が問題視される状
況が発生しつつある段階である。 
③における公的基準の提携運動に関する影響については、店頭販売チャネルで求められるだけ
でなく、提携チャネルにおいても信頼関係の基礎として公的認証を求められるケースも多くな
っているものの、日有研が当初、有機 JAS の制定には消極的、もしくは反対の立場であったこ
ともあり、産消提携を行っている生産者は現在でも JAS 認証を取得していないケースが多く、
農水省の推計でも認証取得率は 50%である。 
しかしながら、多様性を本義とする有機農業が日本全体に多様な広がりを見せたのちに、実践

者の中から多様な有機農業の基準が提案され、それらを集約する形で基準制定の動きへとつな
がっていくという展開もあり得たはずである。JAS 基準は宅配ボックス需要の形成にはつなが
ったものの提携運動の幅を広げる結果とはならなかったと言わざるを得ない。 
 
図 1. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

出処）国民生活センター『多様化する有機農産物の流通』学陽書房、1992 年から作成 



２．研究の目的 
CSA は、有機農業を媒介として生産者と消費者をつなぐ方法であり、欧米のみならず、アジア

にも普及しつつある。同時に、世界における CSA というコンセプトの普及により、日本におけ
る産消提携運動（提携もしくは TEIKEI）をその先駆けとして再評価する視点が生まれてきた。
しかしながら、提携と世界の CSA の取り組みに直接のつながりは見られず、提携を CSA の原
型とするには慎重な検討と前提条件が必要となる。 
ただし、この両者を比較的に分析することによって、提携のみならず、CSA のコンセプトを

厳密に問い返すことが可能となる。その際、日本と欧米の社会背景の相違い起因する要素も摘出
されるのであれば、東アジアでの CSA の展開（受容）状況においてもそれらに配慮する必要が
ある。一方で、日本の CSA は単なる生産者と消費者の協働モデルとしてだけでなく、農福連携、
所得格差解消に向けた取り組みとしても、多様な展開を示しつつある。 
前述のように、日本の産消提携は、1970 年代から活動を継続しながらも、国内での活動は縮

小傾向にある。産消提携のみならず、日本の有機農業・有機農産物流通は OECD 中最低レベルに
あり、これには経済的要因だけでなく、生産・消費行動に対する社会的な制約がその背景として
想定される。 
産消提携運動は、消費者主体の運動であり、生産者運動の側面が弱いという側面がある。運動

の後期に参加した、特に新規就農者にとって、既存の生産者団体の「消費者の数が増えないので、
新規の生産者の追加は見合わせている」という姿勢が、内部的な参入障壁として存在した。 
こうした受け皿の狭さについては、運動参加者の意識醸成の面から有吉佐和子『複合汚染』が

食品の安全性問題へ読者をリードするもので、レイチェル・カーソン『沈黙の春』のようなエコ
ロジー視点の獲得に至らなかったことが指摘可能であり、近年のアグロエコロジー視点での見
直しが必要となったとも言える。  
以上から導かれる本研究の具体的課題は、1)日本における有機農業運動の停滞要因を産消提携

の機能と結果から考察すること、2)産消提携と CSA 両者の展開プロセスの比較分析と、日中韓
の CSA の展開プロセスの比較によるアジア的受容の可能性、３）CSA と地域との関わりであ
る。 
 
３．研究の方法 
本研究では、日本でのオーガニックの停滞要因を産消提携の展開プロセスから明らかにし、さ

らに欧米の市民社会を背景とする CSA および、アジア社会を背景とする中国・韓国の CSA を産消
提携との比較視点から通じて分析する。その方法は、文献調査および現地調査によるインタビュ
ーと、CSA 参加者・研究者との議論を積み重ねるという定性的な手法である。 
具体的には、国内の産消提携、CSA を対象とする調査と並行して、初年度に韓国各地のクロミ

活動、二年度、三年度に台湾の CSA、中国の社区農業（社会生態農業）に関する現地調査を行い
（表 1参照）、それぞれの取り組みの成立理念、動機、展開過程などを明らかにする。 
 
表 1 アジアにおける CSA の取り組み事例 
国・地域 開始年次 名称 事例数  
(日本) (1973) (産消提携) (250～1000) (取り組み数最大は‘90：図 1) 
日本 2000 CSA 10 2010「第 4回 CSA国際シンポジウム」 
（韓国） （1995） 共同体 不明（全国） 90 年代に共同体ブーム 
韓国 2007 クロミ 60～80 アイデアは自生的 
台湾 2004 CSA 116 米国より導入(?) 、事例数は 2018 
中国 2006 社区農業→ 

社会生態農業 
 
296 

米国より導入 
事例数は 2019 

 
以上の研究方法とその実施計画については、初年度においては順調であったものの、二年度か

らのコロナ禍の影響により、最終年度に行う予定であった台湾での CSA 調査だけでなく、国内に
おいても、日本の CSA の主導的存在である神奈川県の「なないろ畑農場」の主宰者であった片柳
義春氏の急逝により、当初予定された調査が数件、実施不可能となったため、文献調査・資料調
査および研究者・実践者との議論を通じた考察に力点を置いた。その際、研究代表者の企画によ
る、片柳義春『消費者も育つ農場～CSA なないろ畑の取り組み』をテキストとすることで議論の
ベースを共有することができた。結果的には、国内の CSA との良好な関係を前提に、数度の現地
調査の実施と 10数度のリモートインタビューを実施し、実践者との議論を深めることができた。 
また、文献によるデータ収集と併せて、国内の産消提携と CSA に関わる調査をリモートアクセ

スによって実施し、同様に海外の研究者・関係者とも議論を拡げることができた。 
インタビューにおいては、CSA と地域との関わりを単なる地縁に依存しないコミュニティ形成

の視点から明らかにした。それに先立ち、その理念及び運営方法が、参加者にどのように受容さ
れたかという視点から産消提携の展開過程を分析することによって、「顔と顔の見える関係」「こ
れは運動だから」「テーマコミュニティ」などのフレーミングを導出し、それぞれの実践者が CSA
とのかかわりを深める動機とプロセスを明らかにする指標とした。 
 



４．研究成果 
（１）日本におけるオーガニック（有機農業・有機農産物）の停滞要因 
 前述の通り、日本の有機農業は、産消提携運動として取り組まれ、一定の展開を示した。しか
しながら、早期に有機農業の取り組みがみられたにもかかわらず、その現状は、OECD 参加国中
でも最下位クラスの普及率に位置する特異な事例となっている。これを外形的に考察すれば、提
携運動の展開とその停滞が有機農業の広がりに制約をもたらしたという評価が可能である。 
 ①提携運動停滞の外的要因 
インタビューからは、提携の停滞をもたらした環境要因として、地産地消運動による中途半端

な国産信仰の形成、運動を主体的に担ってきた専業主婦層の解体、オーガニック市場の未熟さ
（説明されないと分からない、誤認されている）などが挙げられた。 
一般的な、有機農産物の購入機会の増加が提携の停滞をもたらしたという仮説については、提

携に踏みとどまった場合は、提携を通じた購買の方が実質的に安くなるという事実があり、そこ
にメリットを感じ満足しており、離脱者は他の購入方法を選んだというよりは、有機農産物その
ものの購入をあきらめたケースも多い。購入の利便性が勝ったというだけでなく、提携にはつい
ていけないが仕方ない、国産品は安全、と別の納得をしたという反証が可能である。 
農政の視点からは、農水省による「農業は環境保全型産業である」という位置づけ自体が有機

農業の存在意義を希薄にしていることが指摘できる。EU の共通農業政策におけるような「農業
は環境負荷型産業である」という前提によって「農業による環境負荷を低減する」という目標設
定が、日本では上記の位置づけによって政策的に成り立たなくなっている。このことによって、
生産者もしくは消費者にとっての有機農業、有機農産物が選択肢から外され、提携運動の停滞の
大きな外的要因となっていると考えられる。  
②提携運動停滞の内的要因  
提携運動に停滞をもたらした内部からの要因としては、運動としての責任の強調によって組

織運営に必要なマネジメント能力が、育たなかったことが挙げられる。 
ただし、この「運動」は、日常的な経済活動に基礎を置くものであるため、農産物をやり取り

するための様々な生産者優位の方法が、消費者の負担を高める結果となった。現在も提携活動を
持続している消費者から発せられる「これは運動だから」という当時よく用いられた表現は、そ
れに耐えて鍛えられた自負に裏付けられたものと考えられるが、一方で、そうした負担を受容す
るための一種の強制を伴う力となっていたことが、一連の聞き取り調査から確認できる。  
つまり、生産者優位の運営が消費者とっては参加の持続を困難にし、その対策は消費者の動機

と耐性獲得に依存してしまっており、消費者の持続性確保に配慮した手法が講じられることは
ない。それは例えば、CSA における「スライディングスケール」が、消費者の所得格差に配慮し
た価格設定方法であることを紹介された際の提携運動参加者達の反応からも読み取ることがで
きる。 
言い換えれば「これらの負担と不満は社会運動に伴って発生する軋轢であり、消費者にはそれ

に耐える義務がある。耐えることが運動の進展をもたらす」というロジックが運動参加者のコン
フリクトを解消するものとして、当時は有効であったとも言える。組織的には、世代交代が進ま
ないということがほとんどの団体の課題として認識されている。ただし、これについては、それ
ぞれの団体を担ってきたコアメンバーによる状況認識であり、客観的に見れば、同じ団体の中で
は交代が難しくとも、そこから分離独立して、新たな団体が生まれるという形で、産消提携運動
の展開拡大がもたらされてきたことを指摘しておきたい。  
こうした市民運動としての未熟さだけでなく、運動を担う一主体としての主婦層の解体と同

時に、学生運動の経験者を大学が輩出しなくなったことも、停滞要因の一つとして挙げられる。
多くの大学教員から発せられる「今の学生に、政治、というだけで目と耳を閉ざされてしまう」
という社会環境の硬直化、「意識高い系」という言葉が悪口として存在するという日本社会の現
状もその背景の一つであろう。 
（２）日中韓の CSA 展開プロセスの比較による CSA コンセプトのアジア的受容の可能性 
韓国には、2005 年頃からクロミと呼ばれる、欧米でのボックススキームに近似した形態での

産消提携活動が存在している。その取り組みは、2016 年時点の全国で約 80程度から変化してい
ないというのが関係者の認識である。本研究では 2018 年の現地調査において、もっとも古くか
ら（CSA としては 2007 年）活動している事例と、行政の施策で登場した最も新しい事例を含む
5農場と消費者団体を対象に、有機農産物の取引の実態と生産者及び消費者の関係性、クロミに
取り組む農家と地域との関わりについてそれぞれの実態を明らかにした。 
その結果、韓国におけるクロミと CSA との同等性については、今後も考察を深める必要がある

が、韓国では欧米とは異なる歴史的背景を有しながら、その活動の理念において共通性を示して
いることが確認された。また、クロミの有する機能・構造・背景についての調査結果は、中国な
どのアジアにおける CSA モデルの受容（現地の主体適応）プロセスを明らかにする基礎となっ
た。 
中国では、2006 年の「小ロバ農場」の主宰者石嫣氏が米国での大学院留学から持ち帰った米

国流の CSA が「社区支持農業」として取り組みが始まり、2018 年からはその呼称を「社会生態
農業」と変更して全国に波及している。2019 年時点ではその総数 296 が全国ネットワークに登
録されており、三農問題の解決を図るための有力な方法との位置づけによって、当初から国家的
なバックアップを得ている。ここでいう三農問題とは、農業・農村・農民の三問題の中での農民



問題であり、いったん農民戸籍から離れた学卒者が帰農する際の受け皿としての機能を期待さ
れていることが明らかとなった。 
台湾については、2004 年に宜蘭県における頼青松氏のリーダーシップによる「谷東（オー ナ

ー）クラブ」から取り組みが始まり、2018 年段階では 116 の CSA の成立が報告されているが（李
至軒、2018）、コロナ禍による困難のため、本研究における現地での検証と考察は今後の課題と
して残された。 
（３）CSA と地域との関わり。 
地域の存続自体が経営体の成否に大きく影響する段階にある日本の農家経営において、CSA は

単に農業経営体の経営手法の一選択肢ではなく、地域を外部と結び付ける有用な手段である。こ
の両者の関りを、神奈川県大和市のなないろ畑農場と兵庫県神戸市のビオ・クリエーターズ、愛
知県津島市の Minpata プロジェクトを対象に、CSA の基本理念である「シェア」と並ぶもう一つ
の重要なコンセプトであるコミュニティ形成の視点から明らかにした。 
それに先立ち、その理念及び運営方法が、参加者にどのように受容されたかという視点から産

消提携の展開過程の分析から導出された「顔と顔の見える関係」「これは運動だから」「テーマコ
ミュニティ」といったフレーミングを採用した。 
以上の作業を通して、なお普及途上にある CSA と、衰退傾向を続ける日本の産消提携との主体

条件もしくは環境条件の差異を次のように明らかにした。 
CSA の源流とされるスイス CSA(ACP)の発足当初は、消費者が協同組合を組織して生産者を雇

用する形態が主であり、これは産消提携の原型の一つである「たまごの会」農場と近似している。
また、その形態の次の段階は生産者と消費者がそれぞれアソシエーションを形成して連携する
ものであり、産消提携が都市から地方へと展開する段階での形態と一致する。さらに、近年の ACP
は個人の生産者が複数の消費者と連携する形態が増加しており、これも産消ともに組織化が困
難となり団体間提携が崩れつつある現在の産消提携の変容と軌を一にするものである。 
これらのことから、今後の CSA の短期的方向は、ACP 同様の個別提携が想定される。また、す

でに個別提携にシフトしている取り組みでは、団体間提携の維持のための模索段階で崩れつつ
あった提携原則を回復し、産消が一体化した取り組みを目指している。しかし、韓国においても
CSA（クロミ）の主体は個別農場が地域内の他農場と連携してクロミ（野菜箱）を形成する形態
であり、中国でも個別農場と消費者による CSA を実践しながら、生産者間の連携を模索している
段階である。したがって、有機農業を取り巻く社会環境は大きく異なるものの、同様の CSA 形成
プロセスと構成要素、生産者だけでなく消費者においてもローカルフード志向が確認されたこ
とで、CSA のアジア的受容の長期的な展望としては、ローカルフードを媒介とした小規模な、単
なる地縁結合によらないオーガニックな価値観を共有するテーマコミュニティ形成の可能性が
示された。 
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